
 

 

 

 

 

流 山 市 農 業 委 員 会 

平 成 ２ １ 年 第 ６ 回 

総 会 議 事 録 
 

 

 

平成２１年６月２５日招集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流 山 市 農 業 委 員 会 



 

流山市農業委員会平成２１年６月総会議事録 

 

 

１ 期日 平成２１年６月２５日（木） 
 

２ 場所 流山市ケアセンター４階第１研修室 
 

３ 議長名 高市 正義 
 

４ 出席委員（１４名） 

１番 水野 敬久 ２番 藤井 俊行 

３番 坂巻 忠志 ４番 中村 敏則 

５番 大作  榮 ６番 根本  隆 

７番 小林 常男 ８番 須郷 英夫 

９番 水代 啓司 １０番 渋谷 辰夫 

１１番 戸部 源房 １３番 石井  勇 

１４番 大塚  侃 １６番 高市 正義 

  

５ 欠席委員（１名） 

１５番 秋谷 博  
 

６ 書記名 次長補佐  吉田 勝実 

        臨時職員  乗松 健 
 

７ 事務局 事務局長  池田 孝 

 事務局次長 岡田 敏夫 
 

８ 会議目次 

 

（１）議案第２６号 農地法第３条の規定による許可申請について（市許可）‥‥‥‥‥‥‥１ 

（２）議案第２７号 農地法第３条の規定による許可申請について（市許可）‥‥‥‥‥‥‥４   

（３）議案第２８号 農地法第５条の規定による許可申請について（恒久転用）‥‥‥‥‥‥４ 

（４）議案第２９号 農地法第５条の規定による許可申請について（恒久転用）‥‥‥‥‥‥７ 

（５）議案第３０号 農用地利用集積計画の決定について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９ 

（６）議案第３１号 平成２１年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について‥１１ 

（７）報告第 ６号 合意解約の通知について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１８ 

（８）報告第 ７号 専決処理の報告について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１８ 

 



1 

▲開会 午後１５時０６分 

 

○高市議長 それでは、ただいまから平成２１年第６回流山市農業委員会総会

を開会いたします。 

ただいまのところ出席委員１４名、欠席委員１名であります。 

よって定足数に達しておりますので、会議は成立していることを御報告いた

します。 

次に、本日の議事録署名委員を指名いたします。９番水代委員、１０番  

渋谷委員を指名いたします。 

また、会議の書記として吉田補佐及び乘松臨時職員を任命いたします。 

これより議事に入ります。 

本日の議案につきましては、お手元に配布してありますとおり、議案第２

６号から議案第３１号及び報告第６号から報告第７号であります。 

 

それでは、議案第２６号「農地法第３条の規定による許可申請について」

（市許可）を議題といたします。 

議案の説明を求めます。岡田次長。 

◎岡田次長 議案書の１ページでございます。 

議案第２６号 農地法第３条の規定による許可申請について（市許可） 

農地法第３条の規定による許可申請を次のとおりとする。 

平成２１年６月２５日提出 流山市農業委員会長 高市 正義 

   今月の３条の許可申請は、全部では１０件でございますが、１件、５条と

関連する案件がございますので、議案第２６号としては、９件でございます。 

まず１番でございますが案内図は１ページでございます。 

申請地は、流山市平方の畑、５０３㎡でございます。 

譲受人は市内で農業を営んでおります。 

農業経営規模の拡大を図るため、農地を購入しようとするものでございま

す。 

次に、２番でございますが案内図は２ページ、３ページでございます。 

申請地は流山市駒木台の畑、６９０㎡でございます。 

譲受人は市内で農業を営んでおります。 

実際の耕作者に登記名義を合わせるため、所有権移転をしようとするもの

でございます。 

 次に、議案書の２ページ、３番から、議案書の４ページの９番につきまし

ては、耕作地整理のため、登記名義が流山市となっている旧水路用地、現在

は権利者が耕作している田と、現在の水路用地、登記名義人が権利者である
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土地を、交換しようとするものでございます。 

案内図はいずれも４ページでございます。 

 まず３番でございますが、申請地は、流山市平方の田、６筆、６０３㎡で

ございます。譲受人は市内で農業を営んでおります。 

  次に、４番でございますが、申請地は、流山市平方の田、３筆、２９２㎡

でございます。譲受人は市内で農業を営んでおります。 

  次に、５番でございますが、申請地は、流山市平方の田、３筆、２９３㎡

でございます。譲受人は市内で農業を営んでおります。 

 次に議案書の３ページ、６番でございますが、申請地は、流山市平方の田、

３筆、２９１㎡でございます。譲受人は市内で農業を営んでおります。 

 次に７番でございますが、申請地は、流山市平方の田、３筆、２９１㎡で

ございます。譲受人は市内で農業を営んでおります。 

 次に８番でございますが、申請地は、流山市平方の田、３筆、２９５㎡で

ございます。譲受人は市内で農業を営んでおります。 

 次に議案書の４ページ、９番でございますが、申請地は、流山市平方の田、

３筆、２９４㎡でございます。譲受人は市内で農業を営んでおります。 

以上でございます。 

○高市議長 以上をもって、議案の説明が終わりました。 

本案について、委員長の報告を求めます。大塚委員長。 

◎大塚委員長 議案第２６号「農地法第３条の規定による許可申請について（市

許可）」御報告いたします。 

最初に１番でありますが、権利者の年齢は６０歳で職業は農業です。義務

者の年齢は９１歳で職業は無職です。 

申請事由につきましては、経営規模の拡大を図るため、農地を購入しよう

とするものです。 

権利者の営農状況につきましては、農業従事者は２人で耕作面積は、田と

畑の合計で７，２１３㎡であります。 

申請地につきましては、権利者の自宅の東側に隣接しており、なすやピー

マンなどが作付けされております。売買価格は１坪当たり８万円で、総額で

は１，２００万円でありました。 

なお、この場所は、今まで農用地利用集積事業を利用して、権利者が耕作

している畑でしたが、その一部を買い受けることにしたため、今回、買受け

る部分を分筆後、議案書の１２ページ、報告第６号のとおり、合意解約し申

請書が提出されたものであります。 

次に２番でありますが、権利者の年齢は６９歳で、職業は無職です。義務

者の年齢は７７歳で、職業は無職です。 
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権利者の営農状況につきましては、農業従事者は３人で、耕作面積は畑の 

７，７１２㎡であります。申請事由としては、実際の耕作者に登記名義を合

わせるためということであります。 

この件につきましては、議案案内図の３ページを御参照いただければと思

いますが、戦後の農地解放時の錯誤により、登記簿の所有権と実際使用して

いる場所に相違があることが判明したとのことであります。 

このため、今回の申請地とこれに隣接している山林の２筆と、申請地の東

側にある宅地と山林の２筆について、それぞれ実際の土地所有者に登記名義

を合わせたいというものでありました。 

次に、ヒアリングの中で権利者の耕作状況について確認をしましたところ、

一部耕作を行っていない農地があるとのことから、再度、権利者の入室をい

ただき、不耕作地については早急に耕作を再開し、これを解消するよう指導

をいたしました。 

次に３番でありますが、その次の４番から９番までの案件につきましても、

同じ内容であり関連もしておりますので、一括して御報告いたします。 

最初に、申請のあった場所につきましては、新川耕地の中にあり、元の松

戸野田有料道路の西側に位置する所でありました。 

次に、本件の申請事由ですが、登記簿の所有権と実際使用している場所が

相違していて、流山市が所有している水路用地と今回申請のあった権利者の

田んぼが逆になっていたというものであります。 

このため、登記簿上の名義及び位置を現況と一致させるため、今回、流山

市を義務者として交換をするための申請があったものであります。 

本件につきましては、昭和５１年頃からの懸案事項となっており、これを

整理するため、今まで土地所有者や関係者との調整を行ってきたそうですが、

当時の水路用地の所有者は国の所有であったこともあり、長年中断していた

とのことでありました。その後、水路用地の所有が市の物となり、また、地

元土地改良区の御尽力もあって、今回、市や土地所有者、また、法務局など

との協議も整ったことから、申請に至ったものであります。 

  以上のことをもとに審議しましたところ、本案につきましては全会一致を

もって許可相当という結論に達しました。 

  以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○高市議長 これをもって委員長の報告を終わります。 

これより、本案に対する質疑に入ります。質疑をお持ちの方。 

◆１１番（戸部委員）流山市の水路移転の件ですが、国から青道、赤道が市に

移管されたという問題がありまして、また、今回からは流山市など企業会計

になります。企業会計では、こういう青道、赤道も値段を付けて全部計上し
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なければいけない。そういうことからだと思いますが、この水路を造った場

合、こちらにあった水路がこちらに来る。そうした場合、耕作に問題がある

のではないかと思いますがどうでしょうか。それから、この水路に関しては

流山市がきちんと水路として構築するのでしょうか。この２点について御説

明をお願いします。 

◆１３番（石井委員）只今の御質問について、私、新川土地改良区の職務代理 

をしておりますので。現状は水路が田の中にあります。４０年位国土交通省

とやっていたのですが、進展がなくてどうにもならない状況でしたが、今回、

市に水路が移管されたことにより話が進んできたものです。現在、水路用地

は田んぼになっていて、田んぼ用地が水路になっています。 

従いまして、登記と現状が違うため、それを現状に合わせてやった訳です。

長年の土地改良区の懸案事項だったのですが、ここでやっと現状に合わせた

登記ができるようになったものです。 

◆１１番（戸部委員）わかりました。 

○高市議長 ほかにございますか。 

◆１番（水野委員）今回の申請地の先や下の方とか、この他に新川耕地には、

こういう場所はないのでしょうか。 

◆１３番（石井委員）地権者が納得された方から進めています。まだ先や横な

どにもあります。出来る範囲から行っていく予定です。 

◆１番（水野委員）わかりました。 

○高市議長 ほかに質疑ございますか。 

（なしの声あり。） 

○高市議長 質疑なしと認めます。これより表決を行います。 

本案について、委員長の報告のとおり、許可することに賛成の方の挙手を

求めます。 

挙手、全員であります。 

よって本案は、許可することに決定いたしました。 

 

○高市議長 次に、議案第２７号「農地法第３条の規定による許可申請について」

（市許可）及び議案第２８号「農地法第５条の規定による許可申請について」

（恒久転用）は関連がありますので、一括して議題といたします。 

議案の説明を求めます。岡田次長。 

◎岡田次長 議案書の５ページでございます。 

議案第２７号 農地法第３条の規定による許可申請について（市許可） 

   農地法第３条の規定による許可申請を次のとおりとする。 

平成２１年６月２５日提出 流山市農業委員会長 高市 正義 
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  議案第２７号の３条の許可申請については、次の議案第２８号 農地法第

５条の規定による許可申請と関連がありますので併せて提案させていただき

ます。 

  まず、議案第２７号でございますが、案内図は５ページ、６ページでござ

います。 

申請地は流山市小屋の畑、９６㎡でございます。 

譲受人は市内で農業を営んでおります。 

経営規模の維持を図るため、議案第２８号の２番ほかの土地と交換しよう

とするものでございます。 

 次に議案書の６ページ、議案第２８号 農地法第５条の規定による許可申

請について（恒久転用） 

農地法第５条の規定による許可申請を次のとおりとする。 

平成２１年６月２５日提出 流山市農業委員会長 高市 正義 

今月の５条の許可申請は、３件でございますが、先ほども申しあげましたよ

うに、議案第２８号は、議案第２７号と関連がありますので、議案第２８号

としては２件でございます。なお、１番、２番とも同一事業でございます。 

案内図は５ページ、６ページ、７ページでございます。 

 申請地は流山市小屋の畑、１番が１３８㎡、２番が２９㎡でございます。 

転用目的は１番が分家住宅の建設です。２番はその進入路としようとする

ものでございます。所要資金は、３，９００万円で、借入金と自己資金、そ

れから身内からの資金で賄うということでございます。他法令の関係は、都

市計画法が該当し、現在手続き中でございます。 

 この分家住宅を建設するに際しましては、宅地と道路とが接続しませんの

で、宅地進入路用地として、義務者の協力が得られたことから、その代償と

して、議案弟２７号の農地そのほか既存宅地進入路用地と同面積で交換しよ

うとするものでございます。 

以上でございます。 

○高市議長 以上をもって、議案の説明が終わりました。 

本案について、委員長の報告を求めます。大塚委員長。 

◎大塚委員長 議案第２７号「農地法第３条の規定による許可申請について（市

許可）」と議案第２８号「農地法第５条の規定による許可申請について」（恒

久転用）は関連がありますので一括して御報告いたします。 

初めに、議案第２８号の１番から御報告させていただきます。 

申請事由につきましては、分家住宅を建築したいというものであります。権

利者は義務者の孫にあたりまして、現在は結婚してお子さんもおります。今

は義務者の家に同居されていますが、ここで分家の条件が整ったことから、
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今回の申請に至ったということであります。 

次に、被害防除対策につきましては、周囲は型枠ブロックで囲み、雨水や 

排水につきましては、浸透桝や合併処理浄化槽を設置し雨水管に接続すると

いうことでした。 

また、資金計画につきましては、建築費等で約３，９００万円で、これを

銀行からの借入金や自己資金並びに身内からの資金で賄うとのことでありま

した。他法令につきましては、都市計画法の開発行為が該当し、現在申請中

であります。 

次の２番の宅地進入路とする案件でございますが、只今１番で御説明いた

しました分家住宅を建築するにあたっては、開発行為に関する協議がされて

いますが、この中では、分家住宅用地となる土地は公道に接しておりません。  

このことから、開発行為を行う場合の許可条件として、分家住宅用地と公道

を結ぶ幅員２メートルの宅地進入路用地の確保が必要となりましたが、今回、

この宅地進入路部分の土地所有者である義務者の協力が得られ、土地の提供

を受けることができることになったため、先ほどの１番の案件と合わせ申請

があったものであります。 

次に、議案第２７号でありますが、この権利者は、宅地進入路部分の土地

所有者の方と同じであります。先ほど議案第２８号で御報告いたしましたと

おり、分家住宅用地が公道と接していないため、２番の義務者の畑を通らな

ければなりませんが、今回、義務者の協力が得られ、宅地進入路部分を提供

してもらうかわりに、その分の面積を交換により譲り受けたいというもので

あります。なお、申請地は細長い土地となっていますが、義務者が所有して

いる畑と接しておりますので、取得後も一団の農地として使用することがで

きるということでありました。 

以上のことをもとに審議しましたところ、議案第２７号及び議案第２８号

につきましては、全会一致をもって許可相当という結論に達しました。 

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○高市議長 これをもって委員長の報告を終わります。 

これより、議案弟２７号及び議案第２８号に対する質疑に入ります。 

質疑のある方。 

◆ １１番（戸部委員）両者の交換の割合はどのくらいですか。 

◎岡田次長 交換は等面積だそうです。これは税務署の方とも協議が終わって

おりまして、等面積で税務署の方もそれで良いということになっているそう

でございます。 

◆１１番（戸部委員）わかりました。 

○高市議長 ほかにございますか。 
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（なしの声あり。） 

○高市議長 質疑なしと認めます。 

これより表決を行います。 

議案弟２７号及び議案第２８号について、委員長の報告のとおり、許可す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

挙手、全員であります。 

よって議案弟２７号及び議案第２８号は、許可することに決定いたしまし

た。 

 

○高市議長 次に、議案第２９号「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」（恒久転用）を議題といたします。 

議案の説明を求めます。岡田次長。 

◎岡田次長 議案書の７ページでございます。 

議案第２９号 農地法第５条の規定による許可申請について（恒久転用） 

農地法第５条の規定による許可申請を次のとおりとする。 

平成２１年６月２５日提出 流山市農業委員会長 高市 正義 

   案内図は８ページ、９ページでございます。 

  転用目的は、住宅への進入路として使用するものでございます。所要資金

は、建築しようとする部分は既存宅地でございますので、直接この許可申請

については必要ございませんけれども、建築資金は２，４００万円で、自己

資金と銀行からの借入金を予定しているということでございます。他法令の

関係は、この転用に関しまして公道への接道義務が無いということで宅地課

からの指導がありまして、都市計画法が該当し、現在手続き中でございます。 

以上でございます。 

○高市議長 以上をもって、議案の説明が終わりました。 

本案について、委員長の報告を求めます。大塚委員長。 

◎大塚委員長 議案第２９号「農地法第５条の規定による許可申請について（恒

久転用）」御報告いたします。 

申請目的は、宅地進入路とするものであります。 

次に、申請事由ですが、権利者は義務者の長女でありまして、今年４月に

結婚し、現在は義務者の家に同居されておりますが、ここで、義務者の家の

北側に隣接する所に分家住宅を建築したいということでありました。 

このため、本案につきましても、開発行為に関する協議がされております

が、先ほどの議案弟２８号の案件と同様に、開発行為申請を行う場合の許可

条件として、公道に接続する幅員２メートルの宅地進入路を付ける必要があ

るため、今回の申請に至ったということであります。 
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なお、宅地進入路とする部分を除いた分家住宅を建てる部分の土地につき

ましては、許可を要しない土地の証明願いが提出され、平成９年２月に現況、

宅地として証明されております。 

次に、宅地進入路に係る被害防除等についてですが、宅地進入路の整備に

当たっては、現在の高さで砂利敷きとして整備を行い、雨水は浸透するため

周囲に被害はないとのことでありました。資金所要額につきましては、住宅

建築費用等も含めますと、全体で約２，４００万円ですが、これを自己資金

と銀行からの借入金で賄うとのことです。 

次に他法令につきましては、都市計画法の開発行為が該当し、現在申請中

とのことであります。 

最後に、今回の申請に際しましては、転用部分の分筆が行われております

が、分筆後、農地として残った部分については、適正に農地として使用する

よう申し伝えました。 

以上のことをもとに審議しましたところ、本案につきましては、全会一致

をもって許可相当という結論に達しました。 

  以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○高市議長 これをもって委員長の報告を終わります。 

これより、本案に対する質疑に入ります。質疑のある方。 

◆５番（大作委員）現在、住宅進入地に街道がありますが、その街道は利用で

きないのですか。 

図面を見ると２メートルの既存の宅地進入路がありますが、更に北側に２

メートルつけなさいということなんですか。これは都市計画法上そうなるの

ですか。 

◎岡田次長 この件につきましては、だいぶ事務局にも相談に来られて宅地 

課とも協議をしたのですが、公道が有りその道路が流山市道として建築基準

法の道路としては１．８メートルしかないので建築基準法の道路としては使

えないということのようです。現在建っている家の接続部分として細長く２

メートル分伸ばしてとってあります。その部分は今回の住宅建築にあたって

は既にその敷地の分としてとってありますので、今回それは使えないという

ことが宅地課のほうで指導されたということで、今回こういう形で改めて敷

地延長部分を農地転用したいということで申請があった訳でございます。 

○高市議長 よろしいでしょうか。 

◆５番（大作委員）はい、わかりました。 

○高市議長 ほかにございますか。 

（なしの声あり。） 

○高市議長 質疑なしと認めます。 
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これより表決を行います。 

本案について、委員長の報告のとおり、許可することに賛成の方の挙手を 

求めます。 

挙手、全員であります。よって本案は、許可することに決定いたしました。 

 

○高市議長 次に、議案第３０号「農用地利用集積計画の決定について」を議

題といたします。 

議案の説明を求めます。岡田次長。 

◎岡田次長 議案書の８ページでございます。 

議案第３０号 農用地利用集積計画の決定について 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による諮問が下記のとおり

あったので、意見を求める。 

平成２１年６月２５日提出 流山市農業委員会長 高市 正義 

今月の利用集積は、更新が２件、新規が１件の計３件でございます。 

まず１番でございますが、流山市南の畑１０３１㎡でございます。案内図

は１０ページでございます。 

次に２番でございますが、流山市前ヶ崎の田１，９９９㎡でございます。 

案内図は、１１ページでございます。 

次に３番でございますが、新規でございまして、流山市古間木の畑９６７

㎡でございます。案内図は、１２ページでございます。 

次に議案書の１０ページでございますが、今年度の利用集積事業の累計表

でございます。 

  本年度は、この後、御審議をいただきますが、目標の設定面積を３ヘクタ

ールとさせていただいております。引き続き新規の掘り起こしに御尽力をお

願い申し上げます。 

以上でございます。 

○高市議長 以上をもって、議案の説明が終わりました。 

本案について、委員長の報告を求めます。大塚委員長。 

◎大塚委員長 議案第３０号「農用地利用集積計画の決定について」ご報告いた

します。 

今月の案件は更新が２件、新規が１件の合計３件であります。 

最初に、１番でありますが、本件につきましては、利用権設定期間の更新

をするものではありますが、他の耕作地の中において、権利者が行っている

農地の耕作状況による苦情が近隣の耕作者からあること。また、耕作地の中

には農地法等の手続きを取らず借地を行っていると思われる農地があること

から、小委員会への出席をお願いしておりましたが、出席がなく、これらの



10 

点についてお聞きできないため、本件につきましては、審議保留とすること

に決定いたしました。 

次に、２番でありますが、利用権設定期間を更新するものでありまして、

現地の状況につきましては、水稲が作付けされております。 

また、次の３番につきましては、６年間の利用権を新規に設定するもので

ありまして現地の状況につきましては、ねぎ・さといもが作付けされており

ます。 

以上のことをもとに審議しましたところ、本案については１番を除き、全

会一致をもって、承認相当という結論に達しました。 

以上でございます。よろしく審議をお願いいたします。 

○高市議長 これをもって委員長の報告を終わります。 

これより、本案に対する質疑に入ります。質疑のある方。 

◆１１番（戸部委員）１番については出席がないということで保留になってい

ますが、その後はどうなっていますか。 

◎岡田次長 １番につきましては、本日、午前中に本人から電話ががありまし

て、本人が申すには、日程、時間を間違えていたという連絡がありましたの

で、その点につきましては、来月また審議を行いますので、再度必ず出席す

るよう申し伝えてございます。 

この件につきましては、さきほど大塚委員長とも御相談いたしましたが、

来月、この１番につきましては、引き続き第２委員会で御審議をお願いした

いと思っております。 

○高市議長 よろしいでしょうか。他に質疑はございますか。 

◆１３番（石井委員）今の件ですが、来ることになっていたのに来なかったも

のですから、それでは審議ができないということで次回に送らせていただき

たいと思います。それで、この件につきましては、西深井から苦情がきてお

ります。稲は刈っても稗は刈りません。皆さんに迷惑がかからないような無

農薬栽培をしてほしいと出席したら注意したいと思っていましたが、出席さ

れなかったものですから、この案件は次回にとなったわけです。近隣の人た

ちのお願いなんです。また、去年は特に水害、ゲリラ豪雨の影響で水が全面

的に被ってしまったため、特に苦情が多かったものですから。 

○高市議長 この件につきましては、第２小委員会でしっかりとその方から意

見を聞いていただくということで、委員長よろしくお願いいたします。よろ

しいでしょうか。 

ほかに質疑はございませんね。 

それでは、これより表決を行います。 

本案について、委員長の報告のとおり、1番を除き承認することに賛成の方



11 

の挙手を求めます。 

挙手、全員であります。 

よって本案については、1番を除き、承認することに決定いたしました。 

 

○高市議長 次に、議案第３１号「平成２１年度の目標及びその達成に向けた

活動計画（案）について」を議題といたします。 

議案の説明を求めます。岡田次長。 

◎岡田次長 議案書の１１ページでございます。 

議案第３１号 平成２１年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案） 

について 

 平成２１年度の目標及びその達成に向けた活動計画案を次のとおり策定す

るものとする。 

平成２１年６月２５日提出 流山市農業委員会長 高市 正義 

  本案につきましては、去る１月の総会、それから４月の総会で御説明申し

上げたところでございますが、昨年１２月に農林水産省が公表いたしました

農地改革プランに基づきまして、策定しようとするものでございます。 

それでは別紙を御覧いただきたいと思います。 

 

（以下別紙） 

 

平成２１年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案） 

 

                        都道府県名： 千 葉 県 

                        農業委員会名： 流山市農業委員会 

 

促進等事務 

 １ 認定農業者等担い手の育成及び確保 

  （１）現状、課題及び平成２３年度までの目標 

農家数  ７９０戸 認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

うち主業農家   １０３戸

 

現 状 

 農業生産法人

人数 

 １法人

 

  ４８経営

 

  ０法人 

 

  ０団体

 

 

 

課 題 

本市の認定農業者は、平成10年に29経営体で発足したところであるが、その

後漸増し、現在では48経営体50人となっており、本市農業の中核をなしている。

しかしながら、本市農業は自家消費型から企業的農業まで多様化しており、

それぞれが農業振興の役割を果たしているため、認定農業者のみに農業振興を
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 頼ることは困難な面がある。 

 このため、意欲的でプロ意識に目覚めた認定農業者を機軸としながらも、多

様な担い手の育成・確保を図る必要がある。  

認定農業者 特定農業法人 特定農業団体 平成23年度 

までの目標        経営        法人        団体 

＊初年度は、平成２３年度までの目標については記入不要 
 

  （２）平成２１年度の目標案及び活動計画案 

 認定農業者 特定農業法人 特定農業団体 

平成23年度までの 

目標案 

    ５５経営     ０法人      ０団体

 

目標案 

    ２経営

（近年の年間平均増加数等

から目標設定） 

     ０法人     ０団体

 

 

活動計画案 

７月 認定農業者候

補者名簿作成 

8月 認定農業者連絡

協議会長と協議 

8月～12月 認定農業

者候補者への個別訪

問実施（公選農業委

員） 

  

＊１ 目標案は、当該年度における認定農業者等担い手の増加目標 
＊２ 活動計画案は、目標案の達成のために何月に何を行うのか等詳細かつ具体的に記入 

＊３ 平成２３年度までの目標案は、平成２３年度末の担い手数の目標案とし、初年度のみ記

入 

 

 ２ 担い手への農地の利用集積 

  （１）現状、課題及び平成２３年度までの目標 

管内の農地面積 これまでの集積面積 集積率  

現 状 ４５２．８７ha ２０．４ha ４．５(%) 

 

 

 

課 題 

農業従事者の減少・高齢化等による耕作放棄地の増加が、農地の有

効利用を図る上での課題となっている。 

新川耕地西側は、優良な水田であり、耕作が見込まれない農家に対

しては利用集積を図る必要がある。 

平成23年度 これまでの集積面積 目 標 合 計 
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までの目標 ha ha ha

＊初年度は、平成２３年度までの目標については記入不要 
 

  （２）平成２１年度の目標及び活動計画案 

平成23年度までの 

目標案 

集積面積     ３０ha 

目 標 案 集積面積     ３ha 

 

活動計画案 

７月 円滑な権利移動ができるよう、広報誌やリーフレット等を活

用し、農業経営基盤強化促進法による利用権設定の制度等の周知を

実施 

８月 管内の農地所有者等を対象としたアンケート等による意向調

査 

９月～１１月 農地の利用集積に向けた掘り起こし活動（意向調査

の結果を基に担い手への利用集積が可能な農地の面積等を確定） 

１２月 担い手への農地の利用集積に向けたあっせん活動 

＊１ 目標案は、当該年度における担い手への農地の利用集積の目標面積 
＊２ 活動計画案は、目標案の達成のために何月に何を行うのか等詳細かつ具体的に記入 

＊３ 平成２３年度までの目標案は、平成２３年度末の集積面積の目標案とし、初年度のみ記

入 

 

  ３ 耕作放棄地の解消 

  （１）現状、課題及び平成２３年度までの目標 

管内の農地面積 耕作放棄地の面積 耕作放棄地率 現 状 

４５２．８７ha １２・５ha ２．７６(%) 

 

課 題 

 農業者の高齢化と後継者不足により、毎年度新たな耕作放棄地が発生

している。耕作放棄地発生防止の呼びかけと早期発見に努めることが

重要であり、速やかな所有者等への指導とともに、一時的な解消とな

らないよう導入作物の提示などを併せて行う必要がある。 

これまでの解消面積 目 標 合 計 平成23年度 

までの目標 ha ha ha

＊初年度は、平成２３年度までの目標については記入不要 
 

  （２）平成２１年度の目標案及び活動計画案 

平成23年度までの 

目標案 

解消面積   ５ha（23年度末に耕作放棄をｾﾞﾛにする目標を記入）

目 標 案 解消面積    ２ha（23年度までの目標案の4割程度） 
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活動計画案 

当面の目標として、基本構想に掲げる遊休農地面積１２．５ヘクタ

ールの解消に努める。 

７月 広報活動 

７月～１１月 農地パトロール（毎月実施） 

・耕作放棄地解消に向けた取組 

通年 農地所有者に対する指導 

通年 担い手への利用集積 

通年 市民農園、体験農園への利活用の指導 

７月～１０月 草刈等の農地保全 

＊１ 目標案は、当該年度における耕作放棄地の解消の目標面積 
＊２ 活動計画案は、目標案の達成のために何月に何を行うのか等詳細かつ具体的に記入 

＊３ 平成２３年度までの目標は、平成２３年度末の解消面積の目標案とし、初年度のみ記入 

 

 ４ 違反転用への適正な対応 

  （１）違反転用の状況 

違反転用の状況 件数   １４件 面積  １．２ha 主な用途 建築物等 

 
  （２）平成２１年度の目標案及び活動計画案 

 

目標案 

 農地転用許可後、建築物を建築する例が発生しており、都市計画サイ

ドと連携し、是正指導を行う。また、同様の事案の発生を防止するため、

申請時に厳格な指導を行うとともに、農業者等への周知、農地パトロー

ルを徹底する。 

 

活動計画案 

違反転転用者に対し、違反転用委員会による違反の是正の意向、是正

までのスケジュール等の聞き取りを実施の是正指導を実施 

 

７月 リーフレットによる農業者等への取組 

７月～１２月 農地パトロール（毎月実施） 

＊活動計画案は、目標案の達成のために何月に何を行うのか等詳細かつ具体的に記入 
 

   ５ 農地パトロール 

  （１）平成２１年度の活動計画案 

活動計画案 

（実施時期、体制、 

実施回数等） 

7月～ 農地パトロールの実施（毎月実施） 

また、地域ごとのパトロールを各地域の担当農業委員で随時実施。 

＊ 活動計画案は、詳細かつ具体的に記入 
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   ６ 農地情報の整備と共有化 

  （１）平成２１年度の活動計画案 

農地基本台帳の 

情報の更新に 

関する活動計画案 

毎月の総会終了後、農地の権利移動や転用等の状況についての情報

の更新を実施。また、１月の選挙人名簿の調製及び８月に行う所有農

地の調査結果に基づき台帳の補正を実施。 

共有化に関する 

活動計画案 

関係機関との連携を図り、共有化について検討する。 

＊ 活動計画案は、詳細かつ具体的に記入 

 

○高市議長 以上をもって、議案の説明が終わりました。 

本案について、委員長の報告を求めます。戸部委員長。 

◎戸部委員長 

議案第３１号 平成２１年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案） 

の策定について 

本案に関する総合農政検討委員会における審議の経過と結果について御報

告いたします。総合農政検討委員会は、去る５月２２日、委員多数の御出席

をいただき開催いたしました。 

当日の議題は、「平成２１年度の目標及びその達成に向けた活動計画の策定

について」そのほかであります。本案につきましては、去る４月の総会で事

務局から説明があったところですが、昨年の１２月３日、農林水産省から、

国内における食料供給力の強化等を図るための新たな農地政策の方向として、

農地法などを抜本的に改正する「農地改革プラン」が公表されたこと、また、

これまで地方分権改革推進委員会や規制改革会議において、農業委員会につ

いては、審議の形骸化や公平性への疑問が指摘されてきたことに伴い、１月

２３日付けで、農林水産省から農業委員会の適正な事務実施について通知が

あったものでございます。その内容につきましては、農地法等の法令事務に

ついては、透明性の向上と公平性・公正性の確保を図ることが強調され、総

会議事録をホームページで公表をすること、また農地の効率的な利用を図る

促進等事務については、目標及びその達成に向けた活動計画を策定、検証す

ることとされ、６月末までにこの計画を策定し、国に報告をするよう求めら

れたことから、開催したものでございます。 

このため、平成２１年度の目標及びその達成に向けた活動計画案について、

慎重に検討した結果、先ほど事務局から提案のあったとおり、策定したもの

でございます。特に、農地の利用集積につきましては、目標３ヘクタールと

いうことで、各農業委員の地域事情があろうかとは思いますが、農業委員１

人当たり２，０００㎡を目標に御努力をお願いいたします。 御参考までに、
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昨年度と今年度の農業委員別の実績表をお配りしてございます。 

以上で、流山市農業委員会総合農政検討委員会における審議の経過と結果

についての御報告を終わらせていただきます。 

  なお、農地法等関連改正法案は、去る５月８日、衆議院を通過し６月１７

日には参議院で可決、成立しており、年内には施行される運びでございます。    

ちなみに、農地に企業が参加できるというのがポイントになっております。 

よろしくお願いします。 

○高市議長 これをもって委員長の報告を終わります。 

これより、本案に対する質疑に入ります。質疑のある方。 

◆２番（藤井委員）ただいま委員長から報告がありましたように、総会の議事

録等がホームページに公開するということで、早々第４回の総会が流山市の

ホームページに公開されております。それが、ある市民の方からご指摘があ

ったのですが、通常、審議会等については匿名表記なのですが、農業委員会

だけ積極的に委員の名前から実名で表記されているというお話でした。実名

が本当は良いとは思いますが、本当に良いのか、皆さんで協議をしてもらっ

た方がよいのではないでしょうか。 

◎岡田次長 農業委員の皆様及び我々職員も含めて公職でありますので、農業

委員の名簿もホームページで公開してございます。その意味からも公務でご

ざいますので総会での発言の内容につきましては、先ほどの国からの通知に

も農業委員会の会議の顛末を省略することなくすべて公表するものと通知が

来ております。ただし申請者等の個人名は省いてございます。公職としての

発言でございますので、その点は事務局として公表したわけでございます。 

◆２番（藤井委員）わかりました。 

◆１３番（石井委員）総会だけでなく、小委員会でも事前に審議していますの

で総会では発言しないことも多くあります。ただ何も発言しないわけではあ

りません。議事録は総会のものですのでその辺の内情もわかってもらいたい

と思います。 

◎岡田次長 それは小委員会の委員長報告という形で細かく掲載しております。 

◆１３番（石井委員）よろしくお願いします。 

○高市議長 ほかに質疑ございますか。 

◆２番（藤井委員）今日見た農業新聞等には積極的に農業委員会が活動し、耕

作放棄地等についてもデータベース化したりしていることが掲載されていま

したが、流山市においては耕作放棄地等については、あまり把握していない

と思います。今回の活動報告の中には市民農園、体験農園の利用を活発にさ

せていくこともうたっています。以前、体験農園の方たちが農地を探してい

る相談を農業委員会にもしましたが、そういう畑の仲介などは出来ないとい
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うことでした。 

  必要とする人達が何処に相談したらよいのか、わからない状況ではなかな

か難しいと思います。その辺、やはり、今ＩＴ化も進んでいるのでデータベ

ース化していくような方向などを検討していく必要があるのではと思います。

予算が足りなければ予算を取るということも必要と思いますので、ぜひ積極

的に動いて頂きたいと思います。 

◆１１番（戸部委員）その辺については、目標として提示しております。実際

は遊休地はもっと多いと思いますが、ただ、とらえきれない面もあります。

この辺については今後どこを対象として遊休地を設定していくか。それに対

しては利用集積など、計画を立てるだけではなく着実に実行していかなけれ

ばならないと思います。借りたい人がいても、知らない人に貸すケースはほ

とんど無いというのも現状ですが、ただ今後は遊休農地解消に向けてしっか

りと取り組む必要があると思っています。 

○池田事務局長 遊休農地の件についてですが、実際にすぐ対応しなければい

けない面積は１２．５ヘクタールで、これは調査した結果の農地でございま

す。それで特に住宅と住宅の間にある草が繁茂しているような農地的な所は

カウントできないのが実情です。とういのは、そこがいつ宅地や駐車場にな

るかのかわからない状態の中でそこを非耕作地としてカウントするのが現実

的ではないものですから将来にわたって農地としていける部分について１２．

５ヘクタールで、それは計画的に解消に努めていきたいと思います。 

◆１１番（戸部委員）それと、今回農地法が改正になり企業参入が出来ること

になりました。この法律が施行されたらいろいろ検討していかなければいけ

ないと思います。ただし、まだ農地法の一部改正といってもよくわかりませ

んので、今後、手続きなどの手順がわかり次第、農業委員会で随時検討して

いきたいと思います。また、標準小作料なども廃止になるようですし、その

ほか改正事項がいろいろとありますので、農業委員会で一度勉強会も兼ねて

設定してくれたらと思います。 

◆１３番（石井委員）施行はいつからになりますか。 

◆１１番（戸部委員）施行は１２月までにということです。 

○高市議長 ほかに質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

○高市議長 異議なしと認め質疑を終結いたします。 

本案について、委員長の報告のとおり、策定することに賛成の方の挙手を 

求めます。 

挙手、全員であります。 

よって本案は、原案のとおり策定することに決定いたしました。 
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○高市議長 次に、報告第６号「合意解約の通知について」は、議案第２６号 

 の１番の委員長報告に代えさせていただきます。      

 

○高市議長 次に、報告第７号「専決処理の報告について」報告を求めます。 

岡田次長。 

◎岡田次長 それでは議案書の１３ページでございます。 

報告第７号 専決処理の報告について 

流山市農業委員会事務局規定第７条第１項の規定により、次のとおり専決

処理したので、同条第２項の規定により報告する。 

平成２１年６月２５日報告 流山市農業委員会長 高市 正義 

まず１番、農地法第４条第１項第５号の規定による届出でございます。こ

れは先月の５月分でございまして全部で５件の届出でございます。転用目的

別では、駐車場が３件、住宅用地が１件、共同住宅及び店舗が１件の５件で

ございまして、５件、６筆、３，５９５㎡、内訳は田、４筆、２，１７０㎡、

畑２筆、１，４２５㎡でございました。 

次に１４ページ、２番、農地法第５条第１項第３号の規定による届出でご

ざいますが、これも５月分につきましては、全部で１２件の届出がございま

した。移転の原因別では、売買が１１件、賃貸借が１件でございます。転用

目的別では、住宅用地が１０件、公衆用道路が１件、駐車場が１件の１２件

でございます。以上１２件１９筆、１０，３４１．１８㎡、内訳は田が５筆

２，４９６㎡、畑が１４筆７，８４５．１８㎡でございました。 

以上でございます。 

○高市議長 ただいま報告がありましたが、御質問、御意見がございましたら

承ります。 

（なしの声あり。） 

○高市議長 特にないようですので、次に進みます。 

 以上をもって、本日の定例総会に付議されました案件は、すべて議了いた

しました。 

これをもって、定例総会を終了いたします。 

慎重審議をいただきありがとうございました。 

 

▲閉会 午後１６時２５分 

 

 

この議事録は、真正であることを認めて署名する。 
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平成２１年６月２５日 

 

議長 流山市農業委員会長 高市 正義 

 

 流山市農業委員会委員 水代 啓司 

 

 流山市農業委員会委員 渋谷 辰夫 


